
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武蔵村山市第五次長期総合計画基本計画の検討資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ等は、今後、検討を進める中でデータを整理し、調整します。 
 

第８回審議会 
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第３編 基本計画 

現行基本計画 次期基本計画案 

第６章 計画の推進に向けて 

第１節 行政運営 
１ 行政運営 

●現状と課題 
現在、日本国憲法の国民主権の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に

広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるように

するための地方分権改革を進めており、地方公共団体が自らの判断と責任により、地域の実情に沿った行政の

展開が進められています。 

また、社会経済情勢の変化に伴い、行政に求められるサービスも複雑多様化しており、厳しい財政状況下で

これらに対応し、活力に満ちた地域社会を形成していくためには、市民参加による計画的かつ効率的、効果的

な行政運営が不可欠です。 

このような状況の中、国は、急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、日本全体、特に地方の人口の減少に

歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保し

て、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくことを喫緊の課題とし、国民一人一人が夢や希望を持ち、

潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地域社会を形成すること、地域社会を担う個性豊かで多様な

人材について確保を図ること及び地域における魅力ある多様な就業の機会を創出することの一体的な推進を図

るため、まち・ひと・しごと創生長期ビジョン及びまち・ひと・しごと創生総合戦略を策定するとともに、都道府県、

市区町村にもその策定を求めました。 

本市においては、「第四次長期総合計画前期基本計画」及び「第五次行政改革大綱」を大きな 2 本の柱とし

て各種施策の推進や各種改革の実行に努めてきました。 

今後は、まち・ひと・しごと創生総合戦略もあわせて着実に推進し、地域住民が手を取り合い、安心して暮らす

ことができる地域の実現、若い世代が結婚・出産・子育ての希望をかなえることができるまちづくりを進めつつ、

地方分権改革に総合的かつ計画的に対応し、最も身近な地域のことは地域に住む市民が責任を持って決める

ことのできる、活気に満ちた地域社会の形成を図り、ゆとりと豊かさを実感できる地域を実現するとともに、厳しい

財政状況が続く中にあっても、生活重視の市政運営を実現するため、引き続き計画的かつ効率的、効果的な行

政運営を推進する必要があります。 

 

 

●基本方針 
様々な課題に対して柔軟かつ的確に対応するため、市民、事業者、市の連携と協力を進め、分権型社会にか

なったまちづくりを進めるほか、長期総合計画に基づく計画的な行政運営に努めるとともに、行政改革大綱に基づ

く事務事業の見直しや行政機構の弾力的な運用、民間活用の推進による市民サービスの向上、市民との協働に

よる多様化する市民ニーズへの対応などに取り組みます。 

また、男性、女性、子ども、高齢者、障害のある人など全ての市民に対して、公平・公正を心がけ、生活重視の

行政運営を行います。 

さらに、電子自治体の推進に向けて、ＩＣＴの有効活用により、市民の利便性の向上と業務の簡素化・効率化を

推進します。 

第６章 計画の推進に向けて 

第１節 行政運営 
 
●現状と課題 

平成 7 年の地方分権法成立以降、これまで 25 年にわたって地方分権改革が推進されており、国から地方、

都道府県から市町村への事務・権限の委譲や、義務付け・枠付けの見直し等が進められてきました。これによ

り、各地方公共団体は自らの判断と責任において、地域の実情に沿った行政を展開しています。 

 

また、社会経済情勢の変化に伴い、行政に求められるサービスは複雑多様化してきている反面、財政状況は

厳しさを増してきています。これらに対応し、活力に満ちた地域社会を形成していくためには、市民参加による計

画的かつ効率的、効果的な行政運営が不可欠です。 

このような状況の中、国は、東京圏への人口の過度な集中を抑制し、それぞれの地域で住みよい環境を確保

して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくことを目的として、地方創生の取組を推進しています。 

市では、この地方創生に基づきまち・ひと・しごと創生総合戦略を策定し、令和元年度に改訂を行いました。 

さらには、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、新しい生活様式の実現が求められており、働き方や教

育、経済などの変革が進んでいます。これまでと同様、地域住民が手を取り合い、安心して暮らすことができる地

域の実現、若い世代が結婚・出産・子育ての希望をかなえることができるまちづくりを進めつつ、情勢の変化を的

確にとらえ、計画的かつ効率的、効果的な行政運営を推進する必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●基本方針 

様々な課題に対して柔軟かつ的確に対応するため、市民、事業者、市の連携と協力を進め、分権型社会にか

なったまちづくりを進めるほか、長期総合計画に基づく計画的な行政運営に努めるとともに、行政改革大綱に基づ

く事務事業の見直しや行政機構の弾力的な運用、民間活用の推進による市民サービスの向上、市民との協働に

よる多様化する市民ニーズへの対応などに取り組みます。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う社会情勢の変化を的確にとらえ、持続可能なまちづくりを目指し

て行政運営を行います。 

あわせて、ＩＣＴの有効活用により、市民の利便性の向上と業務の簡素化・効率化を推進します。 
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●施策の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●関連する計画等 
武蔵村山市第六次行政改革大綱（計画期間：平成２８年度から平成３２年度まで）  

武蔵村山市第六次定員適正化計画（計画期間：平成２８年度から平成３２年度まで）  

武蔵村山市第四次情報化基本計画（計画期間：平成２８年度から平成３２年度まで） 

武蔵村山市まち・ひと・しごと創生総合戦略（計画期間：平成２７年度から平成３１年度まで） 

 

 

 

 

 

●施策の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「施策の内容」決定後に作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●関連する計画等 
武蔵村山市第七次行政改革大綱（計画期間：令和３年度から令和７年度まで）  

武蔵村山市第七次定員適正化計画（計画期間：令和３年度から令和７年度まで）  

武蔵村山市第五次情報化基本計画（計画期間：令和３年度から令和７年度まで） 

武蔵村山市第二期まち・ひと・しごと創生総合戦略（計画期間：令和２年度から令和６年度まで） 
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●施策の内容 
(1) 地方分権への対応 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・地方分権へ

の対応 

国と地方の役割分担に係る「補完

性の原則」に基づき、地域のことは

地域に住む住民が責任を持って決

めることのできる活気に満ちた地域

社会をつくっていくことを目指し、市

民が住んでよかったと実感できる分

権型社会にふさわしいまちづくりを

進めます。 

○東京都からの事務権限移譲

への対応等 

 

企画政策課・関係

各課 

 

(2) 計画行政の推進 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・計画行政の

推進 

 

長期総合計画に基づいた施策・

事業を計画的・効率的に執行するた

め、基本計画と実施計画の連動、実

施計画と予算編成の連動を図りま

す。 

まち・ひと・しごと創生総合戦略に

ついては、人口減少を取り巻く社会・

経済情勢の急激な変化に対応し、

本市における人口の現状を分析し、

人口に関する地域住民の認識を共

有するとともに、今後目指すべき将

来の方向と人口の将来展望を提示

する「地方人口ビジョン」を踏まえ、

地域の実情に応じた 5 か年の目標

や施策の基本的方向、具体的な施

策をまとめ、推進します。 

主要事業については、その効率

的な執行を確保するため、適正な進

行管理を実施し、行政改革推進事

務事業については、行政改革の着

実な推進を図るため、事務事業の進

行管理を行います。 

○長期総合計画の策定 

○実施計画の策定 

◎まち・ひと・しごと創生総合戦

略の推進 

○個別事業計画の策定 

 

○行政改革大綱の策定 

 

○主要事業の進行管理 

○行政改革推進事務事業の進

行管理 

企画政策課 

 

 

 

関係各課  

 

企画政策課 

 

企画政策課・ 

関係各課 

 
 
 

●施策の内容 
(1) 地方分権への対応 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・地方分権へ

の対応 

地方分権に的確に対応し、地域

のことは地域に住む住民が責任を持

って決めることのできる活気に満ち

た地域社会をつくっていくことを目指

し、市民が住んでよかったと実感で

きる分権型社会にふさわしいまちづ

くりを進めます。 

○東京都からの事務権限移譲

への対応等 

企画政策課・関係

各課 

 

(2) 計画行政の推進 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・計画行政の

推進 

 

長期総合計画に基づいた施策・

事業を計画的・効率的に執行するた

め、基本計画と実施計画の連動、実

施計画と予算編成の連動を図りま

す。 

まち・ひと・しごと創生総合戦略に

基づいて、地域の実情に応じた各種

施策を推進するとともに、施策の成

果を適切に行い、効率的な市政運

営に努めます。 

あわせて、主要事業の効率的な

執行を確保し、行政改革を着実に推

進するため、適正な進行管理を実施

し、市民サービスの向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○長期総合計画の策定・推進 

○実施計画の策定・推進 

○まち・ひと・しごと創生総合戦

略の推進 

○個別事業計画の策定・推進 

 

○行政改革大綱の策定・推進 

 

○主要事業の進行管理 

○行政改革推進事務事業の進

行管理 

企画政策課 

 

 

 

関係各課  

 

行政経営課 

 

行政経営課・ 

関係各課 
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(3) 機能的な組織の形成 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①新たな行政

課題に対応

する行政機

構の確立 

 

行政需要の変化に応じ、組織の

再編や整理統合を図るなど、行政機

構の簡素・効率化を一層推進しま

す。 

また、横断的又は緊急の課題に

対し効率的に取り組むプロジェクトチ

ームの活用を図ります。 

 

 

 

○行政組織の見直し 企画政策課 

②行政機構の

弾力的運用 

 

市民ニーズの高度化、多様化、複

雑化や社会経済情勢の変化、随時

発生する行政課題に対し柔軟かつ

的確に対応するため、引き続きグル

ープ制の有効活用など行政機構の

弾力的な運用に努めます。 

○グループ制の推進 企画政策課 

 

(4) 人事管理の適正化 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・人事管理の

適正化 

効率的な行政運営を推進するた

め、適材適所の人事及び適正な定

数管理に努め、執行体制の充実を

目指します。 

また、職員が目的意識を持ち、能

力を最大限に発揮できるよう、人事

考課制度の着実な実行と効果的な

活用により人事・給与制度全般の活

性化を目指します。 

なお、人事考課制度の運用につ

いては、考課の公平性を担保し、職

員が意欲を持って職務に励むことが

できるよう、適宜必要な見直しを行い

ます。 

○人事考課制度の実施 

○定員適正化計画の策定 

職員課 

企画政策課 

 

 

 

 

 

(3) 機能的な組織の形成 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①新たな行政

課題に対応

する行政機

構の確立 

 

行政需要の変化に応じ、組織の

再編や整理統合を図るなど、行政機

構の簡素・効率化を一層推進しま

す。 

また、新しい日常や生活様式の実

現が求められており、市民の生活や

ニーズの変化が想定されます。これ

らの変化に対応し的確な行政運営

に努めるため、機能的な行政機構の

確立を図ります。 

○行政組織の見直し 

◎市民生活やニーズの変化に

対応した行政運営 

企画政策課・ 

行政経営課 

②行政機構の

弾力的運用 

 

市民ニーズの高度化、多様化、複

雑化や社会経済情勢の変化、随時

発生する行政課題に対し柔軟かつ

的確に対応するため、行政機構の

弾力的な運用に努めます。 

 

○行政課題等に対応した行政

機構の弾力的な運用 

企画政策課・ 

行政経営課 

 

(4) 人事管理の適正化 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・人事管理の

適正化 

効率的な行政運営を推進するた

め、適材適所の人事及び適正な定

数管理に努め、執行体制の充実を

目指します。 

また、職員が目的意識を持ち、能

力を最大限に発揮できるよう、人事

考課制度の着実な実行と効果的な

活用により人事・給与制度全般の活

性化を目指します。 

なお、人事考課制度の運用につ

いては、考課の公平性を担保し、職

員が意欲を持って職務に励むことが

できるよう、適宜必要な見直しを行い

ます。 

○人事考課制度の実施 

○定員適正化計画の策定・推

進 

職員課 

行政経営課 
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(5) 職員の資質向上 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・職員の資質

向上 

職員の資質向上のため、職員一

人一人のキャリア形成や専門性の向

上に留意した計画的な人事異動を

行うとともに、他の自治体や民間企

業等との人事交流、研修内容の充

実、職員自己啓発助成制度の見直

しなど、一層の意識改革と能力開

発、そして、個々の能力が十分に発

揮される職場環境づくりに努めま

す。 

○人材育成基本方針の推進 

◎パワーハラスメント・セクシュ

アルハラスメント防止の指針

の策定 

○各種研修の実施 

○情報研修の実施 

○職員提案制度の推進 

職員課 

 

 

 

 

 

企画政策課 

 

(6) 施策等の評価 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・施策等の評

価 

市民の視点に立った効果的で効

率的な行政運営を図るため、施策及

び事務事業の効果等を分析、検証

する手段として、市民参加による外

部評価を取り入れ、行政活動の不断

の見直しを行います。 

○事務事業評価制度の実施 

◎施策評価制度の実施 

企画政策課 

 

(7) ファシリティマネジメント等の推進 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①ファシリティ

マネジメント 

等の推進 

 

施設の将来需要や老朽度の判

定、改修時の費用等を総合的に勘

案した上で、公共施設等総合管理

計画に基づく計画的な管理を実施

し、施設の更新、統廃合、長寿命化

を図り、財政負担の軽減、平準化を

するとともに、公共施設等の最適な

配置の実現を目指します。       

 

 

 

また、適正な市民サービスの提供

と防災拠点としての機能を持った施

設として、施設設備の適正な維持管

◎公共施設等総合管理計画の

策定 

◎施設保全計画の策定 

 

○公共施設の適正な維持管

理・効率的な運営の推進 

 

企画政策課 

 

施設課 

 

関係各課 

(5) 職員の資質向上 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・職員の資質

向上 

職員の資質向上のため、職員一

人一人のキャリア形成や専門性の向

上に留意した計画的な人事異動を

行うとともに、他の自治体との合同研

修や民間のコスト意識を学ぶ研修の

実施、職員自己啓発助成制度の見

直しなど、一層の意識改革と能力開

発、そして、個々の能力が十分に発

揮される職場環境づくりに努めま

す。 

○人材育成基本方針の推進 

○セクシュアルハラスメント防止

指針の推進 

 

○各種研修の実施 

○情報研修の実施 

○職員提案制度の推進 

職員課 

 

 

 

 

 

行政経営課 

 

(6) 施策等の評価 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・施策等の評

価 

市民の視点に立った効果的で効

率的な行政運営を図るため、施策及

び事務事業の効果等を分析、検証

する手段として、市民参加による外

部評価を取り入れ、行政活動の不断

の見直しを行います。 

○事務事業評価制度の実施 

○施策評価制度の実施 

行政経営課 

 

(7) ファシリティマネジメント等の推進 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①ファシリティ

マネジメント 

等の推進 

 

武蔵村山市公共施設等総合管理

計画に基づき個別の施設ごとの具

体的な対応方針を定めた施設保全

計画（個別施設計画）に従い、公共

施設等の計画的な維持管理、更

新、長寿命化を実施することにより、

財政負担の平準化を図ります。ま

た、公共施設等の集約化・複合化、

統廃合により公共施設等の総量を

抑制し床面積を縮減するとともに、

最適な配置を実現します。 

また、適正な市民サービスの提供

と防災拠点としての機能を持った施

設として、施設設備の適正な維持管

理に努めるとともに、施設が抱える課

○公共施設等総合管理計画の

改訂 

○施設保全計画の策定 

 

○公共施設の適正な維持管

理・効率的な運営の推進 

 

企画政策課 

 

施設課 

 

関係各課 
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理に努めるとともに、施設が抱える課

題を把握し、効率的な運営を推進し

ます。 

②公共施設等

の有効活用 

未利用又は暫定利用中の公有財

産を点検し、効率的、効果的な利用

方法を検討するとともに、庁内での

利用が見込めない場合には、売却、

有償貸付等を行うなど、積極的な有

効活用及び財源確保に努めます。 

○防災対策用資材センターの

利活用 

○公有財産の有効活用等 

 

防災安全課 

 

企画政策課 

③大規模普通

財産の活用 

宗教法人から寄附を受けた約 

3.8ha の土地については、立川都市

計画地区計画村山工場跡地地区地

区計画で「市民サービスの向上に資

する行政機能及び防災機能 を導

入する地区」及び「周辺環境との調

和に配慮しつつ、防災機能をはじめ

とした公的機能等、地域ニーズに応

じた利用を図る地区」と定められてお

り、今後、具体的な行政機能等の内

容について検討するとともに、本格

利用までの間の暫定的な利活用に

ついても検討を行います。 

◎行政機能等内容の検討 

◎暫定活用計画等の検討 

     

企画政策課 

 

(8) 民間活用の推進 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・民間活用の

推進 

サービスの安定的提供及び行政

責任の確保に留意しつつ、民間委

託の推進、指定管理者制度の活用

等により、積極的に各種事業への民

間活用の導入を推進します。 

なお、公の施設の指定管理者制

度の運用については、適切な管理

運営を進めるため、適宜必要な見直

しを行います。 

○公の施設の指定管理者制度

の導入及び運用に関する指

針の推進 

○学校給食センターの整備・運

営への民間活用の導入 

企画政策課 

 

 

学校給食課 

 

 

(9) 電子自治体の推進 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・電子自治体

の推進 

ＩＣＴの有効活用により、市民の利

便性の向上と業務の簡素化・効率化

を推進し、電子自治体の実現に努め

○情報処理システムの全体最

適化 

○電子申請サービスの拡充 

文書情報課 

 

 

題を把握し、効率的な運営を推進し

ます。 

②公共施設等

の有効活用 

未利用又は暫定利用中の公有財

産を点検し、効率的、効果的な利用

方法を検討するとともに、庁内での

利用が見込めない場合には、売却、

有償貸付等を行うなど、積極的な有

効活用及び財源確保に努めます。 

○公有財産の有効活用等 

 

企画政策課 

③大規模普通

財産の活用 

榎一丁目市有地については、立

川都市計画地区計画村山工場跡地

地区地区計画で「市民サービスの向

上に資する行政機能及び防災機能

等の導入」及び「地域の防災性の向

上を図りつつ、潤いのある良好な空

間の創出に資するよう、防災機能を

もつオープンスペース等として防災

空地の導入」が定められています。 

今後１０年程度の間に、榎一丁目

市有地に市庁舎を移設するととも

に、行政サービス機能の集約化を図

ります。 

○行政機能等内容の検討 

○暫定活用計画等の検討 

◎市庁舎の移設及び行政サー

ビス機能の集約化 

企画政策課 

 

(8) 民間活用の推進 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・民間活用の

推進 

サービスの安定的提供及び行政

責任の確保に留意しつつ、民間委

託の推進、指定管理者制度の活用

等により、積極的に各種事業への民

間活用の導入を推進します。 

なお、公の施設の指定管理者制

度の運用については、適切な管理

運営を進めるため、適宜必要な見直

しを行います。 

○公の施設の指定管理者制度

の導入及び運用に関する指

針の推進 

○学校給食センターの調理業

務への民間活用の導入 

企画政策課 

 

 

学校給食課 

 

 

(9) 電子自治体の推進 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・電子自治体

の推進 

ＩＣＴの有効活用により、市民の利

便性の向上と業務の簡素化・効率化

を推進し、電子自治体の実現に努め

ます。 

○情報処理システムの全体最

適化 

○電子申請サービスの拡充 

○文書管理システム導入の検

文書法制課 
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ます。 

また、社会保障・税番号制度（マイ

ナンバー制度）の活用により、各種

申請の際の添付書類を省略するとと

もに、証明書等のコンビニ交付シス

テムを導入するなど、より効率的な市

政運営を目指します。 

○文書管理システム導入の検

討 

◎証明書等コンビニ交付システ

ムの導入 

     

 

◎個人番号カードの利活用 

 

 

市民課・課税課 

 

    

 

企画政策課・関係

各課 

●成果指標 
 

 指標名 現況値 目標値 

指標１ 職員提案制度で採用された 

提案件数 
4 件/年(H26) 6 件/年(H32) 

指標２ 
電子申請できる手続件数 

18 件(H26) 

（前期計画）9 件 

25 件(H32) 

（前期計画）15 件 
 

また、社会保障・税番号制度（マイ

ナンバー制度）の活用により、各種

申請における添付書類の省略化の

推進など、より効率的な市政運営を

目指します。 

討 

○証明書等コンビニ交付システ

ムの活用 

○地方税電子申告システムの

運用 

○個人番号カードの利活用の

検討 

 

市民課・課税課 

 

課税課 

 

企画政策課・関係

各課 

●成果指標 
 

 指標名 現況値 目標値 

指標１ 職員提案制度で採用された 

提案件数 

採用件数とするか 

提案件数とするか調整中 
調整中 

指標２ 

 
電子申請できる手続件数 19 件(R1) 25 件(R7) 
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現行基本計画 次期基本計画案 

第２節 財政運営 

２ 財政運営 
●現状と課題 

世界経済は、新興国の成長の停滞や減速が続いているものの欧州圏の景気の持ち直しにより、緩やかな拡

大基調を維持しており、国内経済も緩やかな回復基調が続くとみられ、長引くデフレからの脱却が着実に進展し

ています。 

こうした中、本市の財政は、地方消費税率の引上げに伴う増収を見込むものの、社会構造の変化等による介

護や高齢者医療、障害者自立支援、子育て支援等に係る経費が今後とも増大する見込みであり、引き続き厳し

い状況にあります。 

このような情勢を踏まえ、本市では、納付方法の多様化の検討、窓口利用時間の延長や臨時休日窓口の開

設などによる市民サービスの向上、あるいインターネット公売等による各種収納対策を実施し、主として市民の

利便性の向上や公平性の視点から自主財源の確保に努めています。 

財政をめぐる状況は更に厳しさを増すことが予測され、歳入の減少が見込まれる中、老朽化する公共施設の

長寿命化や再編等に適切に対応する必要があります。 

今後も、社会経済状況や地方財政制度の動きを的確に把握するとともに、新たな公会計制度に対応するな

ど、持続可能な財政運営の確立に向けて、これを実現し得る組織体制や人材育成の視点を加えた対応を進め

る必要があります。 

 

●基本方針 
限りある財源を有効に活用するため、行政評価制度を活用しながら、最少の経費をもって最大の効果が図れる

よう創意工夫を行うとともに、経常的な事務経費については、施策や事務事業の見直しによる節減に努めるほか、

政策的経費については、スクラップ・アンド・ビルドを基本として、計画的かつ効率的な財政運営を推進します。 

また、自主財源の柱である市税収入の確保に努めるとともに、新たな財源確保に向けた取組を検討します。 

 

 

●施策の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 財政運営 

 
●現状と課題 

（内閣府が公表する最新の「世界経済の潮流」及び「月例経済報告」などを参考に記載予定） 

 

 

こうした中、本市の財政は、（最新の税収見込みを踏まえて記載）、社会構造の変化等による介護や高齢者医

療、障害者自立支援等に係る経費が今後とも増大する見込みであり、引き続き厳しい状況にあります。 

 

このような情勢を踏まえ、本市では、納付方法の多様化の検討、窓口利用時間の延長などによる市民サービ

スの向上、また、自動電話催告システムの活用やインターネット公売等による各種収納対策を実施し、主として

市民の利便性の向上や公平性の視点から自主財源の確保に努めています。 

財政をめぐる状況は更に厳しさを増すことが予測され、歳入の減少が見込まれる中、老朽化する公共施設の

長寿命化や再編等に適切に対応する必要があります。 

今後も、社会経済状況や地方財政制度の動きを的確に把握するとともに、統一的な基準による財務書類の活

用など、持続可能な財政運営の確立に向けて、これを実現し得る組織体制や人材育成の視点を加えた対応を

進める必要があります。 

 

●基本方針 
限りある財源を有効に活用するため、行政評価制度を活用しながら、最少の経費をもって最大の効果が図れる

よう創意工夫を行うとともに、経常的な事務経費については、施策や事務事業の見直しによる節減に努めるほか、

政策的経費については、スクラップ・アンド・ビルドを基本として、計画的かつ効率的な財政運営を推進します。 

また、自主財源の柱である市税収入の確保に努めるとともに、財源確保に向けた取組を推進していきます。 

 

●施策の体系 
 

 

 

 

 

 

「施策の内容」決定後に作成 
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●関連する計画等 
中期財政計画（計画期間：平成２８年度から平成３２年度まで） 

 

 

●施策の内容 
(1) 適正な財政運営 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①財源の計画

的・効率的

な運用 

限りある財源を有効に活用するた

め、経常的な事務経費については、

施策や事務事業の見直しによる節

減に努めるとともに、政策的経費に

ついては、実施計画と連動させた優

先度の高い重点事業への財源配分

を図り、財源の計画的・効率的な運

用に努めます。 

また、財政運営の透明性を確保

するため、統一的な基準による地方

公会計制度の整備促進を図るととも

に、財政状況を分かりやすくまとめた

財政白書等を作成し、ホームペー

ジ、説明会等を活用して市民に公表

します。 

○財政白書等の作成・公表 

○新地方公会計制度における

財務書類の作成・公表 

 

◎統一的な基準による地方公

会計制度の導入 

 

 

◎固定資産台帳の整備 

 

財政課 

 

 

 

財政課・  

会計課・  

文書情報課 

 

企画政策課・ 

文書情報課・ 

関係各課 

②予算執行管

理の効率化 

効率的な予算の執行及び会計処

理を行います。 

また、東京電子自治体共同運営

協議会の電子調達システムについ

ては、事務処理の迅速化・効率化を

図るとともに、安価で高い技術とセキ

ュリティを保持したシステムとするた

め、構成団体とのシステムの共同開

発、共同運営を行います。 

○財務会計システムの更新 

○東京電子自治体共同運営シ

ステムの運用 

文書情報課・ 

関係各課 

 

 

(2) 財政基盤の充実 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①自主財源の

確保 

 

市税に対する納税者の信頼確保

のため、引き続き納税の啓発や公平

性の確保に努めるとともに、安定した

財源の確保と納税者の利便性向上

に資するため、個人住民税の特別

徴収の推進に努めます。市税等の

○地方税電子申告システムの

運用 

○市税等収納対策の強化 

○口座振替の推進【再掲】 

◎個人住民税の特別徴収の推

進 

課税課 

 

収納課 

 

課税課・ 

収納課 

●関連する計画等 
中期財政計画（計画期間：令和３年度から令和７年度まで） 

 

 

●施策の内容 
(1) 適正な財政運営 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①財源の計画

的・効率的

な運用 

限りある財源を有効に活用するた

め、経常的な事務経費については、

施策や事務事業の見直しによる節

減に努めるとともに、政策的経費に

ついては、実施計画と連動させた優

先度の高い重点事業への財源配分

を図り、財源の計画的・効率的な運

用に努めます。 

また、財政運営の透明性を確保

するため、統一的な基準による地方

公会計制度の活用を図るとともに、

財政状況を分かりやすくまとめた財

政白書等を作成し、ホームページ、

説明会等を活用して市民に公表しま

す。 

○財政白書等の作成・公表 

○新地方公会計制度における

財務書類の作成・公表 

 

○統一的な基準による地方公

会計制度の運用 

 

 

○固定資産台帳の適正管理 

 

財政課 

 

 

 

財政課・  

会計課 

 

 

企画政策課・ 

関係各課 

②予算執行管

理の効率化 

効率的な予算の執行及び会計処

理を行います。 

また、東京電子自治体共同運営

協議会の電子調達システムについ

ては、事務処理の迅速化・効率化を

図るとともに、安価で高い技術とセキ

ュリティを保持したシステムとするた

め、構成団体とのシステムの共同開

発、共同運営を行います。 

○財務会計システムの更新 

○東京電子自治体共同運営シ

ステムの運用 

文書法制課・ 

関係各課 

 

 

(2) 財政基盤の充実 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①自主財源の

確保 

 

市税に対する納税者の信頼確保

のため、引き続き納税の啓発や公平

性の確保に努めるとともに、安定した

財源の確保と納税者の利便性向上

に資するため、個人住民税の特別

徴収の推進に努めます。市税等の

○地方税電子申告システムの

運用 

○市税等収納対策の強化 

○口座振替の推進【再掲】 

◎個人住民税の特別徴収の推

進 

課税課 

 

収納課 

 

課税課・ 

収納課 
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口座振替を推進するため、マルチペ

イメントネットワークを活用した口座

振替受付サービスによる収納率 

の向上に努めます。 

また、市税等収納対策の強化の

一環として、職員が行っている電話

による納付催告事務を、システムを

利用した自動電話催告方式に切り

替えることを視野に入れ、滞納事案

のより効率的な処理の促進を進め、

市税等の確保を図ります。 

 

納付方法の多様化については、

納税者の利便性及び収納率の向上

を図るため、ネットバンキングやモバ

イルバンキング及び金融機関のＡＴ

Ｍで納付ができる仕組みの導入に

ついて検討を行います。 

さらに、自主財源の確保に関する

他自治体の先進的な施策等を調

査・研究します。 

 

 

○コンビニエンスストア収納の

運用【再掲】 

 

○納付方法の多様化の検討

【再掲】 

 

 

○公有財産の有効活用等【再

掲】 

○ふるさと寄附( ふるさと納税

制度)の推進 

○新たな自主財源確保の調

査・研究等 

 

収納課・ 

会計課 

 

収納課・ 

文書情報課・ 

会計課 

 

企画政策課 

 

財政課 

 

財政課・ 

関係各課 

 

②依存財源の

確保 

国や東京都の補助制度の動向を

的確に把握し、依存財源の適正な

確保、効率的な活用を図るとともに、

制度の改善を関係機関に要請しま

す。 

また、地方債については、低利な

資金の確保に努めるとともに、後年

度負担が過度にならないよう計画的

な運用に努めます。 

○財源措置の    要請 

○地方債の効率的な運用 

○補助制度の有効活用 

 

財政課 

 

関係各課 

③受益者負担

の適正化 

 

市民に行政サービスを提供する

機会において、特別の受益関係が

生じるときは、受益者負担の原則に

立った適正な負担を求め、その確保

に努めます。 

○各種使用料の検討 

○各種自己負担金の検討 

○各種事務手数料の検討 

 

関係各課 

 

市民課・ 

関係各課 

④基金の活用 厳しい財政状況の中、地域の特

色を生かしつつ、市民との協働によ

る自主的・主体的なまちづくりを推進

するため、基金を充実するとともに、

適正な管理と有効活用に努めます。 

○基金の充実 

 

○基金の適正な管理、運用 

関係各課 

 

財政課・ 

会計課 

 

口座振替を推進するため、マルチペ

イメントネットワークを活用した口座

振替受付サービスによる収納率の向

上に努めます。 

また、文書催告や自動電話催告

システムを効率的に行い、滞納事案

の早期解決に努め、市税等の確保

を図ります。 

さらに、文書催告については、新

規にシステム改修を図り、納付書付

催告書の導入について検討を行い

ます。 

納付方法の多様化については、

納税者の利便性及び収納率の向上

を図るため、ネットバンキングやモバ

イルバンキング及び金融機関のＡＴ

Ｍで納付ができる仕組みやスマート

フォン決済アプリによる納付等の導

入について検討を行います。 

さらに、自主財源の確保に関する

他自治体の先進的な施策等を調

査・研究します。 

 

○コンビニエンスストア収納の

運用【再掲】 

 

○納付方法の多様化の検討

【再掲】 

 

 

○公有財産の有効活用等【再

掲】 

○ふるさと寄附( ふるさと納税

制度)の推進 

○新たな自主財源確保の調

査・研究等 

 

収納課・ 

会計課 

 

収納課・ 

文書法制課・ 

会計課 

 

企画政策課 

 

財政課 

 

財政課・ 

関係各課 

 

②依存財源の

確保 

国や東京都の補助制度の動向を

的確に把握し、依存財源の適正な

確保、効率的な活用を図るとともに、

制度の改善を関係機関に要請しま

す。 

また、地方債については、低利な

資金の確保に努めるとともに、後年

度負担が過度にならないよう計画的

な運用に努めます。 

○財源措置の各課への要請 

○地方債の効率的な運用 

○補助制度の有効活用 

 

財政課 

 

関係各課 

③受益者負担

の適正化 

 

市民に行政サービスを提供する

機会において、特別の受益関係が

生じるときは、受益者負担の原則に

立った適正な負担を求め、その確保

に努めます。 

○各種使用料の検討 

○各種自己負担金の検討 

○各種事務手数料の検討 

 

関係各課 

 

市民課・ 

関係各課 

④基金の活用 厳しい財政状況の中、地域の特

色を生かしつつ、市民との協働によ

る自主的・主体的なまちづくりを推進

するため、基金を充実するとともに、

適正な管理と有効活用に努めます。 

○基金の充実 

 

○基金の適正な管理、運用 

関係各課 

 

財政課・ 

会計課 
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●成果指標 
 

 指標名 現況値 目標値 

指標１ 
市税収納率（現年度分+滞納繰越分） 

95.7％(H26) 

（前期計画）94.1％ 

98.1％(H32) 

（前期計画）95.1％ 

指標２ 経常収支比率 92.7％(H26) 90.0％(H32) 
 

●成果指標 
 

 指標名 現況値 目標値 

指標１ 

 
市税収納率（現年度分+滞納繰越分） 98.0％(R1) 調整中(R7) 

（削除） （削除） （削除） （削除） 
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現行基本計画 次期基本計画案 

第３節 広域行政 

１ 広域行政 
●現状と課題 

本市の市街地は北側の丘陵地を除いては、おおむね隣接市の市街地と連続・連担しており、交通機関や情

報・通信手段の発達もあって、市民の日常生活や経済活動の範囲は、市の区域を越えて拡大しています。 

今後、行政運営の効率化と市民サービスを更に充実させていくためには、広域的な連携により行政運営を行

うなどの検討を進める必要があります。 

本市では、平成 23 年 4 月から近隣自治体と図書館の相互利用を開始したほか、一部事務組合方式によ

り、廃棄物、し尿処理、火葬事業などを関係団体と共同で行っていますが、今後は、地方分権の進展により、事

務の共同処理などの一層の広域行政を推進する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●基本方針 
地方分権の進展に伴い、広域的な対応を迫られる事案が更に増加することが予想されるため、様々な分野にお

いて、近隣自治体との連携及び協力を一層推進します。 

 

●施策の体系 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

第３節 広域行政 

 
●現状と課題 

本市の市街地は北側の丘陵地を除いては、おおむね隣接市の市街地と連続・連担しており、交通機関や情

報・通信手段の発達もあって、市民の日常生活や経済活動の範囲は、市の区域を越えて拡大しています。 

今後、行政運営の効率化と市民サービスを更に充実させていくためには、広域的な連携により行政運営を行

うなどの検討を進める必要があります。 

本市では、平成 23 年 4 月から近隣自治体と図書館の相互利用を開始したほか、一部事務組合方式によ

り、廃棄物、し尿処理、火葬事業などを関係団体と共同で行っていますが、今後は、地方分権の進展により、事

務の共同処理などの一層の広域行政を推進する必要があります。 

 

表 6-1 図書館相互利用の状況 

区分 登録者数（人） 延貸出数（点） 備  考 

武蔵村山市民 

内 

容 

立川市 

集計中 

9,857  

市外の図書館の利用状況 

昭島市 756  

東大和市 19,231  

瑞穂町 4,912  

合計 34,756  

立川市民 5,415  

市内の図書館の利用状況 

昭島市民 1,820  

東大和市民 9,067  

瑞穂町民 923  

市外在住者合計 17,225  

（注）登録者数は令和 2年 4月 1日現在、延貸出数は平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日までの点数 

 

●基本方針 
地方分権の進展に伴い、広域的な対応を迫られる事案が更に増加することが予想されるため、様々な分野にお

いて、近隣自治体との連携及び協力を一層推進します。 

 

●施策の体系 
 

「施策の内容」決定後に作成 

 

 

 

 

 

 



13 

 

●施策の内容 
(1) 一部事務組合の運営体制の強化等 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・一部事務組

合の運営体

制の強化等 

高度化・多様化する行政課題に

対応するため、構成団体と連携し

て、本市が加入する一部事務組合

の運営体制の強化に努め、市民ニ

ーズに配慮した適切な措置を講じま

す。 

また、一部事務組合が市民の身

近な存在となるようにＰＲに努めま

す。 

○３市共同資源化事業の推進

【再掲】 

○一部事務組合の体制強化 

ごみ対策課 

 

関係各課 

 

(2) 近隣自治体との連携 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・近隣自治体

との連携 

市域を越えて広域的な取組を行

っている廃棄物、し尿処理に加え、

公共施設や交通機関の整備・利用、

観光、生涯学習、各種証明書発行

などについて、コスト削減と利便性の

向上を図るため、歴史的、経済的、

社会的に密接な関係を有する自治

体等との連携、協力関係の維持及

び発展に努めます。 

また、地方分権の進展を踏まえ、

事務の共同処理について検討を行

います。 

○事務の共同処理の検討 

○多摩・島しょ広域連携活動事

業の推進 

○図書館の相互利用     

 

◎文教施設及び体育施設の相

互利用の検討 

○違反広告物撤去活動の実施 

 

○東京電子自治体共同運営シ

ステムの運用【再掲】 

企画政策課 

 

 

図書館 

 

文化振興課・  

スポーツ振興課 

道路下水道課 

 

文書情報課 

 

 

●成果指標 
 

 指標名 現況値 目標値 

指標１ 図書館の相互利用による市外登録者数 718 人(H26) 1,000 人(H32) 

 

 

●施策の内容 
(1) 一部事務組合の運営体制の強化等 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・一部事務組

合の運営体

制の強化等 

高度化・多様化する行政課題に

対応するため、構成団体と連携し

て、本市が加入する一部事務組合

の運営体制の強化に努め、市民ニ

ーズに配慮した適切な措置を講じま

す。 

また、一部事務組合が市民の身

近な存在となるようにＰＲに努めま

す。 

○３市共同資源化事業の推進

【再掲】 

○一部事務組合の体制強化 

ごみ対策課 

 

関係各課 

 

(2) 近隣自治体との連携 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・近隣自治体

との連携 

市域を越えて広域的な取組を行

っている廃棄物、し尿処理に加え、

公共施設や交通機関の整備・利用、

観光、生涯学習、各種証明書発行

などについて、コスト削減と利便性の

向上を図るため、歴史的、経済的、

社会的に密接な関係を有する自治

体等との連携、協力関係の維持及

び発展に努めます。 

また、地方分権の進展を踏まえ、

事務の共同処理について検討を行

います。 

○事務の共同処理の検討 

○多摩・島しょ広域連携活動事

業の推進 

◎図書館の相互利用をホーム

ページ等で PR 

○文教施設の相互利用の検討 

 

（削除） 

◎関係自治体との連携 

○東京電子自治体共同運営シ

ステムの運用【再掲】 

企画政策課 

 

 

図書館 

 

文化振興課 

 

 

道路下水道課 

文書法制課 

 

 

●成果指標 
 

 指標名 現況値 目標値 

指標１ 図書館の相互利用による市外登録者数 集計中（R1） 調整中(R7) 

 

 

 


